
 

 

第２０回愛知県トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会 

 

日 時：令和７年２月２７日（木）９時３０分～１１時３０分 

場 所：名古屋合同庁舎第 1 号館 中部運輸局１１階運輸大会議室 

 

次  第 

 

開会挨拶（中部運輸局自動車交通部長） 

 

議  事 

１．令和 6 年度の取組報告について（資料１－１～１－３） 

２．取引環境と長時間労働の改善に関する施策について（資料２、資料１－２） 

３．令和７年度の活動（案）について（資料３） 

 
閉会挨拶（愛知県労働局労働基準部長） 

 

 

資 料 １－１ 中部運輸局、愛知運輸支局の取組報告について 
資 料 １－２ 愛知労働局の取組について 
資 料 １―３ 愛知県トラック協会の取組について 
資 料 ２   物流改正法等について 
資 料 ３     令和７年度の活動（案）について 
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  「愛知県トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会」

について（規約） 

 

 

（名称） 

第１条 本協議会は、「愛知県トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議

会」（以下、「協議会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 本協議会は、トラック運送事業者、荷主、行政等の関係者が一体となり、トラ

ック運送事業における取引環境の改善及び長時間労働の抑制を実現するための具

体的な環境整備等を図ることを目的とする。 

    

（組織） 

第３条 協議会は、学識経験者、労働団体、経済団体、荷主、トラック運送事業者団体、

トラック運送事業者、行政機関等の各員（以下「委員」という。）をもって構成

する。 

  ２．協議会には、委員の互選により座長を置く。 

  ３．座長は、議事その他の会務を統括する。 

 

（協議会及び活動事項）  

第４条 協議会は目的達成のため次の活動を行う。 

    （１）愛知県におけるトラック運送事業の長時間労働の抑制に向けた諸対策に関

すること 
       （２）愛知県におけるトラック運送事業の取引環境の改善に向けた取組に関する

こと 

    （３）その他 

 

（協議会） 

第５条 協議会は、必要に応じて座長が召集する。 

    ２．座長は必要に応じ、協議会に委員以外の者を出席させることができる。 

  ３．協議会は公開を原則とする。ただし、座長が必要と認める場合は、非公開で行

うことができる。 

 

（ワーキンググループ） 

第６条 協議会には、第４条（協議会及び活動事項）に掲げる事項に関して専門的に検

討を行う機関としてワーキンググループ（以下、「ＷＧ」という。）を置くこと

ができる。 

  ２．ＷＧは、座長が指名した委員等により構成する。 
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（他の地方協議会との連携） 

第７条 協議会の運営にあたっては、中部地区（静岡県、岐阜県、三重県、福井県）の

他の地方協議会と連携し、この調整は中部運輸局が行うものとする。 

 

（事務局）  

第８条 協議会の運営に関する事務は、愛知労働局、中部運輸局、愛知運輸支局、愛知

県トラック協会が共同で行うものとする。 

 

（その他） 

第９条 これに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項はその都度協議し、

決定する。 

 

 

（附 則） この規約は、平成２７年７月２３日から施行する。 



日 時：令和6年9月30日（月）14:00～16:30
会 場：名古屋商工会議所 ２階大会議室（ホール）
参加者：７２名
共催者：名古屋商工会議所、愛知県トラック協会、

日本ロジスティックスシステム協会
内 容：

【第1部】
物流の2024年問題に関する調査について（名商）
特別講演 （株）ＮＸ総研 金澤 匡晃氏

【第2部】
事例紹介
①株式会社タカギスチール 代表取締役 髙木 智英 氏
（荷主企業としてリードタイムの取組を積極的に対応）

②NM物流株式会社 代表取締役 加藤 晃規 氏
（荷主企業として数値化して他部署へ共有して意識の向上）

③南星キャリックス株式会社 専務取締役 市川 大志 氏
（荷主との交渉において、労働環境の改善または運賃の改善
のいずれかを対応してもらえるような交渉時の工夫）

【第3部】
金澤氏と事例発表者によるパネルディスカッション
・荷主・物流事業者との協力関係について
・２０２４問題で感じていることについて 等

セミナー開催概要

○ 令和６年９月３０日（月）に物流事業者に向けて物流改善事例紹介セミナーを開催し、荷主をはじ
め実運送事業者など７２名が参加した。

○ 荷主企業や物流企業へ実施したアンケート結果の報告・考察やＮＸ総研の金澤氏による講演、物流
事業者の改善事例紹介を行うことにより、他の事業者が物流改善に取り組む機会の第一歩とした。

物流改善事例紹介セミナーについて（令和6年9月30日） 資料１ー１
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持続可能な物流セミナー2024

中部運輸局は、関係機関との連携により、持続可能な物流の実現に向けて「物流革新に向けた政策パッケージ」に
基づく各施策を推進するため、10月31日 ウインクあいちにて、荷主企業等関係者を対象としたセミナーをハイブリ
ッド形式（対面、Web）で開催。当日は、荷主、倉庫事業者、運送事業者等 211名 の参加があった。

題 名：「持続可能な物流セミナー2024」
～荷主企業として「物流効率化の役割」をどう果たすべきか～

開催日時： 令和６年10月31日（木） 13:30～16:10
場 所： ウインクあいち 大会議室 1002
参 加 者： 211名（会場104名、Web107名）
主 催： 中部運輸局
後 援： 愛知労働局、東海農政局、中部経済産業局、

中部トラック協会

開催概要

基調講演 首藤教授

事例Ⅰ 株式会社デンソー 事例Ⅱ ＦーＬＩＮＥ株式会社

国交省 物流政策課 相川課長補佐

課長補佐 相川 高広
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関係機関、荷主団体等との連携
●運送事業者団体等の部会・説明会における講演等

セミナー等を活用した周知・啓発活動について

（１）名古屋南労働基準監督署（令和6年10月29日）

（２）愛知県トラック協会 引越部会（令和6年12月11日）

（３）岡崎労働基準監督署（令和6年12月3日）

（４）カリツー株式会社 本社（令和7年2月10日）

（５）愛知県トラック協会 タンク部会（令和7年2月17日）

（６）愛知県トラック協会 食品部会（令和7年2月18日）

（７）愛知県トラック協会 尾西支部（令和7年2月26日）

●荷主団体等との意見交換会

中日本段ボール工業組合（令和6年1１月6日）

人材確保の取組

運輸分野の人材確保対策として、運転者志望者向けセ
ミナーをハローワークと連携して実施。ハローワーク
名古屋南との連携に始まり、県下に取組を展開中。

（1）取組内容

• ハローワーク名古屋南･･･R6.4より隔月実施（各回２０名程度）
• ハローワーク名古屋東･･･R6.8.1実施

（2）令和６年度の実績

ハローワークとの連携（愛知労働局、愛知運輸支局）
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トラック・物流Gメンによる運転者に対するヒアリング （令和6年度）

【日 時】 令和６年１１月１２日（火）１１時～１３時
令和７年 １月１５日（水）１１時～１３時

【場 所】 名古屋トラックステーション
【実施者】

中部運輸局 ６名（貨物課3名、愛知運輸支局３名）
適正化実施機関 ４名

【実施概要】
トラック運転者４３名に聞き取りを行い、荷主等による
違反原因行為（長時間の荷待ちなど１０件）の情報を収集。

名古屋トラックステーション

【日 時】 令和６年１２月６日（金）１０時～１２時
【場 所】 刈谷ハイウェイオアシス
【実施者】

中部運輸局 ７名（貨物課４名、愛知運輸支局３名）
適正化実施機関 ４名

【実施概要】
トラック運転者３２名に聞き取りを行い、荷主等による
違反原因行為（長時間の荷待ちなど ５件）の情報を収集。
一般消費者への広報活動も実施。

刈谷ハイウェイオアシス

令和６年１１月に名古屋トラックステーションにて、トラック・物流Ｇメンによる運転者へのヒアリングを実施し、荷主によ
る違反原因行為等の情報収集を行った。収集した情報については、荷主への働きかけ等に活用することにより、トラック運転
者の労働条件の改善や取引の適正化に繋げていく。また、令和６年１２月には刈谷ハイウェイオアシスで運転者へのヒアリン
グ及び一般向けのGメン広報活動を実施。今後も、管内各所でGメンによる監視等の取組みを展開していく。
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トラック・物流Gメン ４局合同パトロールの実施について
～中部運輸局・近畿運輸局・中国運輸局・九州運輸局～

中部運輸局では、適正な取引を阻害する疑いのある荷主や元請事業者を監視し、法に基づく「働
きかけ」「要請」など是正措置を進めているところ、一方、2024年問題を我が事として認識して
いない者も少なくなく、また、全国のトラック事業者等から中部管内（特に愛知県内）の荷主等
の違反原因行為情報が寄せられていることなどから、4局トラック・物流 G メンが合同で荷主等
へのパトロールを実施。

今後とも、トラック・物流 G メンの活動等を通じて、荷主企業等へ物流2024問題等への理解
を深めるとともに、持続可能な物流に向けた取り組みを進めていく。

《４局合同パトロールの実施概要》

《パトロールの様子》

【日 時】令和７年２月２０日（木）１０：００～１６：００
【実施地域】愛知県内 ３地域（①一宮・小牧、②名古屋・東海市、③西尾・高浜）
【訪問件数】２4件 愛知県内の荷主15件、元請け事業者９件
【実 施 者】 12 名 トラック・物流 G メン（中部4・近畿３・中国２・九州２）

Gメン調査員1(愛知県トラック協会）

《荷主等からの声》

・最新の法改正情報や標準的運賃などの情報提供いただきありがたい
・積載率向上に向けて、リードタイムの確保、発注・納入量の調整等を更に進めたい
・スポット便トラックの確保が難しくなってきており、2024年問題を実感している、

今後、違反原因行為の未然防止対策を意識し、良好な関係を構築していきたい
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トラック物流Ｇメンによる荷主等への是正指導の取組結果

勧告 ：
要請 ：
働きかけ：

4件（荷主2、元請1、その他1件）

183件（荷主94、元請83、その他6件）

1,378件（荷主942、元請399、その他37件）

⇒ 計1,565件の法的措置を実施

働きかけ等の累計実施件数
(令和６年12月末時点)

主な違反原因行為
長時間の荷待ち（48％）
契約にない附帯業務（20％）
運賃・料金の不当な据置き（16％）
無理な運送依頼（7％）
過積載運送の指示・容認（5％）
異常気象時の運送依頼（4％）

＜月当たりの「働きかけ」「要請」「勧告」平均実施件数＞ 働きかけ等の累計実施件数
(令和６年11月～12月)

勧告 ：
要請 ：
働きかけ：

2件（荷主1、その他1件）
７件（荷主4、元請2、その他1件）
423件（荷主304、元請104、その他15件）

⇒ 計432件の法的措置を実施

6



トラック・物流Ｇメンの活動（令和６年１２月末時点）

〈地方運輸局単位別働きかけ・要請・勧告実施件数〉

沖縄総合事務局

要請： 0
働きかけ：11

北海道運輸局
要請： 4

働きかけ：61

東北運輸局
要請： 5

働きかけ：46

関東運輸局
勧告： 3
要請： 93

働きかけ：510
中部運輸局

要請： 17
働きかけ：127

近畿運輸局
勧告： 1
要請： 34

働きかけ：160

北陸信越運輸局

要請： 5
働きかけ：126

中国運輸局

要請： 6
働きかけ：109

四国運輸局
要請： 11
働きかけ：74

九州運輸局
要請： 8

働きかけ：154

トラックドライバーへのヒアリング
（全国）

トラック事業者に対する
電話調査や訪問調査（全国）

トラック事業者・荷主に対する説明会、
トラック・物流Gメンのチラシ配布（全国）

オンライン説明会の模様

荷主へのパトロール
(荷待ち状況の現地確認等)（全国）

トラックターミナル

高速SA、PA 7



違反原因行為に係る実態調査の結果（概要）

◆昨年９～１０月にかけて、全トラック事業者を対象にした調査結果は、以下のとおり。
〇調査対象事業者数：６２，８４８者（R５：６３，２５１者）
〇回答数：２４，１５９件（R５：２３，８４０件） ※同一事業者からの複数回答を含む。

うち、違反原因行為があったと回答した件数：３，３０８件（Ｒ５：４，４４１件）
〇昨年調査に比べて、すべての違反原因行為において件数が減少したが、昨年同様に輸送品目別で
は、「食品」の割合が一番高くなっている。

37%

32%

23%

8%

発荷主（元請運送事業者は含まない）

元請運送事業者（利用運送事業者含む）

着荷主

その他（倉庫事業者等）

違反原因行為を行っている疑いのある
荷主の分類

34%

24%

24%

8%

6% 4%

長時間の荷待ち

運賃・料金の不当な据置き

契約にない附帯業務

異常気象時の運行指示

無理な運送依頼

過積載運行の要求

違反原因行為の割合

食品
23%

飲料品
12%

日用品
11%

建材
8%

金属・金

属製品
8%

化学製品
7%

紙・パルプ
6%

農産品
6%

電気・機械・

精密機器
6%

雑工業品
2%

繊維工業品
2%

水産品
2%

石油製品
1%
林産品

1%

自動車
1% 砂利

0%

その他
4%

違反原因行為ありの回答における輸送物品
（複数回答）
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違反原因行為に係る実態調査の結果（主な傾向）

長時間の荷待ち
・荷主から到着時間の指定があった割合は約５３％。
・１～２時間の荷待ち（荷役を含まず）が最も多く、次が２～３時間、３時間超の順となっている。
・トラック事業者からは、「待機時間解消のために予約システムを導入されたが、予約できる時間が限られており
予約が取れない。」、「リフトマンが不足しており、バースに着いても荷役が始まらない。」、「オーダーの早期化を
着荷主に依頼している。」といった声が多く聞かれた。
・他方、運送会社の都合による荷待ち（「予約をしていない」「予約時間よりも早く到着した」等）への指摘もあった。

運賃・料金の不当な据置き
・金額を書面で提示したうえ、運賃交渉している割合は約６２％。
・トラック事業者が提示した根拠で主なものは、「自社原価（標準的運賃を基礎としたものを含む）」。
・交渉したが一方的に決定した価格を押し付けられ、希望する値上げ等に至らなかったという案件が多い。
・元請に交渉したところ、真荷主が値上げに応じてくれないことを理由に据え置かれたという案件もあった。

契約にない附帯業務
・契約にない附帯業務の種類として「荷物の仕分け作業」と回答したものの割合が一番高かった（約２４％）。
・トラック事業者からは「昔からの商慣習によるものであり、やめることを言い出しにくい。」との声が多く聞かれた。
・「配送先で指示された附帯業務について発荷主に確認したところ、やらなくてもいいと言われ着荷主と認識が異
なっている。」という案件もあった。

◆回答のあったトラック事業者のうち、Ｇメンの活動を認知している割合は約７８％となっている。

◆違反原因行為の実態調査を基にGメンが追加でトラック事業者から詳細情報を収集したところ、違反原因行為

の上位３位では、下記のような傾向があった。

◆一方、違反原因行為があると回答したトラック事業者のうち、匿名で連絡が取れないもの（約２４％）、Ｇメンによ

る追加調査を希望しないもの（約３２％）、是正指導に活用を望まないもの等（約９％）※があり、是正指導に至ら

ない事案も多く、今後ともＧメン活動に対するトラック事業者の理解と協力を得ていくことが重要。※重複あり

9



令和７年２月27日(木)

第20回愛知県トラック輸送における
取引環境・労働時間改善地方協議会

愛知労働局労働基準部 監督課

資料１－２



上限規制及び改善基準告示の周知・荷主要請の取組

⚫ 令和６年４月施行の時間外・休日労働の上限規制および改正改善基準告示について、あらゆる機会を活用して周知
を図り、労使の自主的な取組を促進するとともに、長時間の恒常的な荷待ちを発生させないこと等について、発着
荷主等に対して要請する。

2. 発着荷主等に対する要請
労働基準監督署が、発着荷主等に対し、①長時間の恒常的な荷待ちの改善に努めること、②運送業務の発注担当者に改善基準告

示を周知し、トラック事業者がこれを遵守できるよう協力することなどを要請。その際、「標準的運賃」についても周知を行う。

3. 長時間の荷待ちに関する情報の収集

4. トラック・物流Ｇメンが行う働きかけ等への参加（同行）

国土交通省のトラック・物流Ｇメンと連携して、荷主企業等に対し、トラック運送事業者への配慮を働きかける。

厚生労働省ホームページの「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」に寄せられた、発着荷主等が長時間の荷待ちを発生させて

いると疑われる事案などの情報を基に労働基準監督署が発着荷主等に要請を実施するとともに、必要に応じて、国土交通省に対し情

報提供を行う。

令和５年４月～令和６年２月

発着荷主等に対する要請を実施した事業場数 188

「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」に寄せられた情報の件数 93

5. 「物流革新に向けた政策パッケージ」中部ブロック推進会議への参加
関係行政機関の担当部長をメンバーとした「物流革新に向けた政策パッケージ」中部ブロック推進会議に参加し、情報共有・

意見交換等を実施。

6. 労働時間管理適正化指導員による支援
労働局及び各労働基準監督署に配置された労働時間管理適正化指導員が、管内の事業場を巡回し、法令や改善基準告示の周知、

労働時間の削減に向けた助言等を行う。 １

1. 労働時間相談・支援班による説明会の開催
各労働基準監督署に配置された労働時間相談・支援班による説明会を開催し、トラック事業者に対する周知を行う。



事業場視察

２

当日は、AIを用いた運行管理システム
やデジタル機器を用いた点呼の紹介、実
車での乗車体験などを行いました。

運行管理システムの紹介では、GPSに
よる各車輌の位置把握や最適なルート選
択などをご説明いただきました。

また、大塚社長より、2024年問題に関
する取組についてご説明いただきました。

実際に現場をみさせていただき、お話
しを伺うことで、労務管理をめぐる実務
や現場の実態などについて、理解を深め
ることができました。

⚫ 令和６年11月21日、名古屋地方検察庁とともに、株式会社ＯＴＳＵＫＡを視察させていただきました。



自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト

令和3年度の設置形態

⚫荷主、トラック事業者によりわかりやすく情報発信を行うため、自動車運転者の長時間労働の改善に向けたポータルサイトに

新たなコンテンツ「物流情報局」を設けた。（「物流情報局」は、改正物流法の施行に向けて、年度内に更なるリニューアルを行う予定。）

⚫労働基準監督署による荷主要請などあらゆる機会を活用して、以下のリーフレットにより周知している。

改善基準告示についても、
解説テキストと解説動画
を掲載して周知している。

※バス、ハイヤー・タクシー運転者の
改善基準告示についても、同様のテ
キスト・動画を作成している。

（解説動画）

３



特設サイト「はたらきかたススメ」

はたらきかたススメ

2024年４月から時間外労働の上限規制の適用が開始
された「建設業」「トラック・バス・タクシードライ
バー」「医師」について、業界別の取組や、上限規制
について国民の方に理解を深めていただけるようなコ
ンテンツを掲載しています。

周知広報動画を通じ
て、荷待ち時間の削
減や荷役作業の効率
化に向けた取組のほ
か、再配達削減に向
けた取組について、
理解と協力を呼びか
けています。

４



トラック事業者に係る監督指導の状況①

• トラック事業者に係る労働基準関係法令の違反率は、全業種と比べて高い状況にある。

• 令和５年に監督指導を行った199事業場のうち、約８割に当たる157事業場において労働基準関係法令違反が認められた。こ

れまでも概ね同水準で推移している。

81.0 79.3 
80.3 80.7 

78.9 

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

労働基準関係法令違反率の推移

トラック事業者 全業種

50.8 

13.1 

7.0 

21.9 

12.7 

5.0 

労働時間 割増賃金

の支払

労働時間の

状況の把握

主な労働基準関係法令違反の内容

（令和５年）

トラック事業者 全業種

（％）

（％）

５



トラック事業者に係る監督指導の状況②

• 令和３年から５年に監督指導を行った事業場のうち、改善基準告示に係る違反が認められた事業場の主な違反事項の違反率は、

以下のとおりであった。

28.7 

42.7 

29.3 

15.3 

24.8 

33.6 

42.1 

30.0 

20.0 

23.6 

29.6 

43.7 

28.1 

14.1 

21.1 

総拘束時間 最大拘束時間 休息期間 最大運転時間 連続運転時間

改善基準告示の主な違反事項の推移

令和３年 令和４年 令和５年

（％）

（※）総拘束時間：１か月又は１週当たりの拘束時間、最大拘束時間：１日当たりの拘束時間、休息期間：勤務と次の勤務との間の時間
最大運転時間：１日及び１週当たりの運転時間、連続運転時間：１回当たりの運転時間

６



労働基準監督機関と地方運輸機関との連携

• 自動車運送事業に従事する自動車運転者の労働条件の改善を図るため、労働基準監督機関と地方運輸機関がその監督等の結果

（改善基準告示違反等）を相互に通報している。

28 

14 14 

23 
26 

56 

42 

21 

40 

53 

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

愛知運輸支局との相互通報件数の推移

労働基準監督機関から通報した件数 労働基準監督機関が通報を受けた件数

（件）

７
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主催：（一社）愛知県トラック協会

愛知県トラック協会
マスコットキャラクター
あいと

運ぶチカラで未来に届ける

トラックFes 2024

事業報告書
令和6年10月14日（月・祝）　10：00～16：00
ポートメッセなごや　第3展示館・第2展示館
一般社団法人  愛知県トラック協会

日 時

会 場

主 催



01 02

実施概要

トラックFes2024

2024年10月14日(月・祝)　
10:00～16:00 ※9：30～10：00 オープニングセレモニー

ポートメッセなごや
第3展示館および第2展示館・交流センター
〒455-0848　名古屋市港区金城ふ頭二丁目2番地

一般社団法人愛知県トラック協会

愛知県
国土交通省中部運輸局・愛知運輸支局
愛知県警察本部

21社

25台（内、はたらくトラック19台、出展団体の車両6台）

約10,000人　
愛ト協会員事業者の従業員とその家族を含む一般市民

無料

事 業 名 称

開 催 日 時

会 場

主 催 者

後 　 　 援

出 展 協 賛 企 業

トラック展示台数

来 場 者 数

入 場 料

ステージコンテンツ

フロアコンテンツ

OS☆Uスペシャルライブ

爆上戦隊ブンブンジャーショー

OS☆U・あいとくんによる
トラック講座クイズ大会

ハローキティ＆マイメロディ＆
ぼんぼんりぼんのミラクルパーティ☆

キッズダンスステージ

爆上戦隊ブンブンジャーショー

OS☆U・あいとくんによる
トラック講座クイズ大会

ハローキティ＆マイメロディ＆
ぼんぼんりぼんのミラクルパーティ☆

OS☆Uスペシャルライブ

10：15～10：45（30分）

10：50～11：30（40分）

11：35～11：55（20分）

12：00～12：40（40分）

12：50～13：30（40分）

13：35～14：15（40分）

14：20～14：40（20分）

14：45～15：25（40分）

15：30～16：00（30分）

ステージ
ビジョンカー

トラック乗車・
VR体験

じょうしゃ

たい けん

はたらくトラック
大集合
だいしゅうごう

第３展示館
だい てん じ かん

入口
いり ぐち

インフォメーション
総合受付
そう ごう うけ つけ

ベビーカー置場トイレ 授乳室
おき ば じゅにゅうしつ

フォト
スポット 会員企業

紹介

ワーク
ショップ キッズスペース

ガチャガチャ
コーナー

かい いん き ぎょう

しょうかい

パン販売
コーナー

はん ばい

キッチンカー

第2展示館
だい てん じ かん

職業
体験

しょくぎょう

たい けん

ブース出展
しゅってん

極寒体験
ごっかんたいけん

ブース出展
しゅってん

交通安全・
野球教室

こう つう あん ぜん

や きゅうきょうしつ

飲食会場
いんしょくかいじょう

トラック荷台
お絵描き

に だい

え か

交流センター
こう りゅう

● 愛知県警高速道路交通警察隊
● 愛知県警察本部
● 愛知県庁 県民安全課
● 愛知県交通安全母の会
● 愛知県防災安全局防災部 防災危機管理課
● 名古屋市環境局大気環境対策課
● いすゞ自動車中部株式会社
● 中部運輸局愛知運輸支局
● 愛知県高速道路交通安全協議会
● 一般社団法人 愛知県自動車会議所
● 自動車安全運転センター愛知県事務所
● 一般社団法人 日本自動車連盟  愛知支部
● 中部交通共済協同組合
● 公益財団法人 東海交通遺児を励ます会
● あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
● 独立行政法人 自動車事故対策機構名古屋主管支所
● 三井住友海上火災保険株式会社
● 太平洋フェリー株式会社

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

●1

●
●
●
●
●
●

2

3

4

5

6

7 ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

あ い  ち  けん  けい  こう  そく どう  ろ  こう  つう  けい  さつ  たい

あ い  ち  けん  け い  さ つ  ほん  ぶ

あ い  ち  けん  ちょう  けん  みん  あん  ぜん   か  

あ い  ち  けん  こう  つう  あん  ぜん  は は   か い

あ い  ち  けん  ぼう  さ い  あん  ぜん きょく ぼう  さ い   ぶ    ぼう  さ い   き    き   か ん   り   か

 な  ご  や  し  か ん きょうきょくた い  き  か ん きょうたい  さく  か  

　 　 　 　 　 　 じ  ど う  しゃ ちゅう  ぶ   か ぶ  しき  が い  しゃ

ちゅう  ぶ  う ん  ゆ  きょくあ い  ち  う ん  ゆ   し  きょく

あ い  ち  けん  こう  そく どう  ろ  こう  つう  あん  ぜん きょう  ぎ   か い

いっ  ぱ ん  しゃ  だ ん  ほう  じん　 あ い   ち   け ん   じ   どう   しゃ かい   ぎ   しょ

 じ  ど う  しゃ あ ん ぜ ん う ん て ん 　 　 　 　 　 　 　  あ い   ち   け ん   じ    む  しょ

いっ  ぱ ん  しゃ  だ ん  ほう  じん　  に  ほ ん  じ  どう  しゃ れ ん  め い 　  あ い   ち   し   ぶ

ちゅう ぶ   こう  つう  きょう さ い きょう どう くみ  あ い

こう  えき  ざい  だん  ほう  じん    とう  か い  こう  つう   い   じ     は げ       　 　 かい

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  どう  わ  そん  がい   ほ   け ん  か ぶ  しき  が い  しゃ

どく りつ  ぎょう せい  ほう  じん　  じ  ど う  しゃ   じ　  こ　  たい  さく   き   こう  な  ご  や  しゅ  かん  し  しょ 

みつ  い  すみ  とも  かいじょう  か   さ い   ほ   け ん  か ぶ  しき  が い  しゃ

たい  へ い  よう　 　 　 　 　 　 　  か ぶ  しき  が い  しゃ

● ハローキティ＆マイメロディ
  ぼんぼんりぼんのミラクルパーティ☆
● キッズダンスステージ
● 愛ト協PR動画

● ガチャガチャコーナー
● 巨大トラック型ふわふわ
● キッズスペース ※自然の木を使用した積み木
● スタンプラリー
● 協賛企業ブースコーナー
● 会員企業紹介ブース

● OS☆Uスペシャルライブ
● OS☆U・あいとくんによる
  トラック講座クイズ大会
● 爆上戦隊ブンブンジャーショー

● はたらくトラック大集合！ 
● トラック走行VR体験 
● 交通安全・野球教室 
● 乗り物に乗って物流のしくみを知ろう
● オリジナルワークショップ
● トラック型“壁面”お絵描きコーナー
● お花トラックフォトスポット

メインステージスケジュール協賛ブース出展協賛ブース出展

会場
レイアウト
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オープニングセレモニー インフォメーション

会場風景 マスコットキャラクター「あいと」とふれあい

スタンプラリー
会場内に設置したポイントでスタンプを
全部押せたらガチャポンにチャレンジ

入場風景

一般社団法人 愛知県トラック協会 会長　寺岡 洋一 国土交通省 中部運輸局 局長　中村 広樹 様

ノベルティ配布

総合受付

アンケート 抽選会

交流センター 交流センター

今年は
約10,000人
の方々にご来場
いただきました！
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はたらくトラック大集合 はたらくトラック
車両一覧

第３展示館

愛知県トラック協会会員が
全面バックアップ

大型サイネージによる企業情報と求人情報検索コーナー

冷凍車の荷台で極寒を体験

会員企業紹介コーナー

来場者に自由に乗り込んで頂きトラックの乗車体験
お子さまも乗車できるよう、運転席側にはステップを設置しました

中京陸運株式会社 有限会社クリヤー梱包 栄進物流株式会社 岡通運輸株式会社 白水運輸株式会社

マルタアマゾン株式会社 株式会社山運 株式会社ユーネットランス 株式会社エスティケー 株式会社成清トランスポート

ミライノ株式会社 株式会社中京サービス 株式会社マルタパワーズ 斎藤運輸株式会社 巴運輸株式会社

中京陸運株式会社 三菱ふそうトラック・バス株式会社 愛知日野自動車株式会社

カネ幸株式会社株式会社 UDトラックス株式会社UDトラックス株式会社

愛知日野自動車株式会社  極東開発工業株式会社

極寒体験

はたらく
トラックが
勢揃い！

いすゞ自動車中部株式会社いすゞ自動車中部株式会社

富士サービス株式会社
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ステージコンテンツ 第３展示館

OS☆Uスペシャルライブ キャラクターショー
爆上戦隊ブンブンジャーショー

名古屋のダンススクールキッズダンサーによるダンスパフォーマンスキッズダンス

トラック講座クイズ大会OS☆U・
あいとくんによる

ハローキティ＆マイメロディ＆
ぼんぼんりぼんの
ミラクルパーティ☆

愛知県トラック協会イメージテーマソング「笑顔の架け橋」を歌う
OS☆Uによるスペシャルライブ
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協賛ブース 第３展示館 協賛ブース一覧 ※順不同

愛知県警察本部 愛知県庁 県民安全課

愛知県交通安全母の会 愛知県防災安全局防災部 防災危機管理課 名古屋市環境局大気環境対策課

いすゞ自動車中部株式会社 中部運輸局愛知運輸支局 愛知県高速道路交通安全協議会

一般社団法人愛知県自動車会議所 自動車安全運転センター愛知県事務所 一般社団法人 日本自動車連盟  愛知支部

中部交通共済協同組合 公益財団法人 東海交通遺児を励ます会 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

独立行政法人 自動車事故対策機構名古屋主管支所 三井住友海上火災保険株式会社 太平洋フェリー株式会社

愛知県警高速道路交通警察隊

超小型モビリティ

地震体験車「なまず号」

交通安全教育車「セーフティー愛知あゆみ号」

船長服記念撮影 高速道路 安全5則啓発ゲーム

パトカー、白バイの展示 乗車体験
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フロアコンテンツ 第３展示館

中日ドラゴンズOB4名による、交通安全・野球教室

乗り物に乗って物流のしくみを知ろう！

交通安全・野球教室VRを使用したトラック疑似走行体験トラック走行VR体験

フォークリフトでトラックに荷物を載せてGOALまで運ぶ
楽しみながら物流の流れを職業体験

ちびっこフォークリフト

ちびっこトラック

交通も野球も
ルールを守ろう！

福留孝介さん、岩瀬仁紀さん、荒木雅弘さん、
英智さんによる交通安全・野球教室を開催！

子供向けコーナー
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フロアコンテンツ 第2展示館 第2展示館

トラックお絵かき

巨大トラック型ふわふわ&キッズスペース 小さなお子さまも遊べるキッズスペース

トラックの荷台をフラワーデコレーションしたフォトスポット

トラック型の壁面パネルに
みんなでお絵描き

ミニトートバックに自由に色を
塗ったりお絵描きできるワークショプ

お花トラックフォトスポット

ワークショップ

グルメキッチンカー ※順不同

休憩・飲食スペース

生花をプレゼント

岐阜県の自然な木を使用した積み木

世界の山ちゃん 鉄板番長カヲルくん このまち食堂 味仙 中村製作所

K'sPit（ケイズピット） ナカタノサカナ もんじゃや レッドガウル MORY’s 1POUND STEAK

K'sカンパニー 壱キッチンカー わにわに食堂 ケバブタイム中々フードサービス

カロンファクトリー トゥンカロン K'sPit ドーナツ号

パン販売コーナー

わいわいカフェ 天保堂 キッチンゆうとはる

トラック型ふわふわコンボイキッズスペース

キッチンカーは
東海エリアの
グルメが大集合！

地元愛知県の
パイロットインキ社製
ジュースペイントを使用

子供向けコーナー



２０２４年４月
リニューアル！＼ ／

　　資料１－３③



愛知 ・ 岐阜 ・ 三重の旬の話題を中心に、ニュース ・ 天気 ・ スポーツ ・ 芸能などの朝イチ
情報を、 さらに明るく爽やかに。 地元色満載でお届けしています！

地元のみなさまに
たくさん支持をいただき ありがとうございます。

月～金５曜日

第１部 １曜日・３０秒 月額 １１０万円

第2部 １曜日・３０秒 月額 各１７０万円

※ 消費税は別途申し受けます

前半 ６：４５～７：２０頃

後半 7:30～８：００頃

毎朝生放送

竹田基起

島津咲苗

小松﨑花菜

島貫凌

尾形杏奈

松崎杏香

山田修作 （気象予報士）

月） 浅尾美和、 石田健、 正木裕美、 森田豊

火） 遼河はるひ、 品田英雄、 河合郁人

水） 井戸田潤、 岸博幸

木） 須田亜香里、 萱野稔人、 横山だいすけ

金） 小椋久美子、 丸田佳奈

ｘ

月

火 水

木 金

夕方 「ドデスカ＋」 も
よろしくお願いいたします！

アナウンサー

コメンテーター

30秒提供料金

2023年度



企画骨子

タイトル

■コアターゲット

潜在的に車（トラック）に興味のある、Z世代の若者

■テーマ

大切にしたい価値観は、自分らしさ。
気づきの先に拡がる、無限の可能性。

■コンセプト

今どきの若者（男性）が自らの気づきから成長していく
ストーリーを通して、
働き方改革で大きく変貌を遂げつつあるトラック業界が、
既成概念に囚われなければ、
若者にとって託すべき価値のある、
無限の可能性に満ちた環境であることを描きます。

「なりたい自分へ」篇



企画骨子

■展開

■キーメッセージ

実写。ヘッドホンをして街を歩いている、今どきの若者。
まるで社会から自分を遮断しているよう。

○出演予定者

今どきの若者役：タレント1名　トラックドライバー役：タレント1名
その他出演者：愛知県トラック協会加盟企業の社員

※トラックとメインの撮影場所は、 協会加盟企業、中部トラック研修センターのご協力を想定しています。

そんな若者がある日、街角で
同世代のトラックドライバーとすれ違う。

そのトラックドライバーは、生まれ変わりつつある
トラック業界で、天職のごとく活き活きと働いている。

魅力的な彼に、トラックドライバーとしての自身の
未来の姿を投影、若者は自分らしさを見出していく…

なりたい自分へ、走り出そう！



 

 

 

 

  

《若い男性ナレーション》 

好きなことを仕事にする。 

 

そんなこと、 

できないと思っていた・・・。 



 

 

 

 

 

《解説ナレーション》 

思いのままにハンドルを握り、 

この国の物流を支える 

トラックドライバー。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

業界を挙げた様々な取組みで、

若い世代や女性にとっても、 

働きやすい環境が整いつつ 

あります。 

（キラキラ効果音） 



 

 

 

さあ、 

なりたい自分へ 

走り出そう。 

 

愛知県トラック協会 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

令和 ７ 年 ２ 月 ２ ７ 月

中 部 運 輸 局 貨 物 課

物流改正法等について

資料２



「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の概要

１．荷主・物流事業者に対する規制的措置 【流通業務総合効率化法】

〇物流は国民生活・経済を支える社会インフラ。物流産業を魅力ある職場とするため、働き方改革に関する法律が本年４月
から適用される一方、物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直面。

背景・必要性

改正法の概要

〇軽トラック運送業において、死亡・重傷事故件数は最近6年で倍増。
→以下の施策を講じることにより、物流の持続的成長を図ることが必要。

・ 何も対策を講じなければ輸送力不足の可能性（右図）。
・ 物流の効率化、商慣行の見直し、荷主・消費者の行動変容について、抜本的・総合的な対策が必要。
・ 荷主企業、物流事業者（運送・倉庫等）、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境を整備。

【荷主等が取り組むべき措置の例】＜パレットの導入＞

バラ積み・バラ降ろしに
よる非効率な荷役作業

パレットの利用による
荷役時間の短縮

〇運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価（附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。）等について記載した書面による交付等を義務
付け＊2 。

〇元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。
〇下請事業者への発注適正化について努力義務＊3 を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、責任者の選任を義務付け。
＊2・3 下請関係に入る利用運送事業者にも適用。

〇軽トラック事業者に対し、①必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講、②国交大臣への事故報告を義務付け。
〇国交省HPにおける公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加。

２．トラック事業者の取引に対する規制的措置 【貨物自動車運送事業法】

３．軽トラック事業者に対する規制的措置 【貨物自動車運送事業法】

【目標・効果】 物流の持続的成長
【KPI】 施行後3年で（2019年度比） ○荷待ち・荷役時間の削減 年間125時間/人削減

○積載率向上による輸送能力の増加 16パーセント増加

〇①荷主＊1（発荷主・着荷主） 、②物流事業者（トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫）に対し、
物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定。

＊1元請トラック事業者、利用運送事業者には荷主に協力する努力義務を課す。また、フランチャイズチェーンの本部にも荷主に準ずる義務を課す。
〇上記①②の取組状況について、国が当該判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。
〇上記①②のうち一定規模以上のもの（特定事業者）に対し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、

中長期計画の実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施。
〇特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。
※法律の名称を変更。
※鉄道・運輸機構の業務に、大臣認定事業の実施に必要な資金の出資を追加。〈予算〉
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（１）トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進の意義・目標
・ 物流は、国民生活や経済活動を支える不可欠な社会インフラであり、安全性の確保を前提に、荷主・物流事業者・施設管理者等
の物流に関わる様々な関係者が協力し、令和10年度までに、以下の目標の達成を目指す。
① ５割の運行で、１運行当たりの荷待ち・荷役等時間を計２時間以内に削減（１人当たり年間125時間の短縮）
② ５割の車両で、積載効率50%を実現（全体の車両で積載効率44％に増加）

（２）トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進に関する施策
・ 国と地方公共団体は、自らが荷主や施設管理者になる場合、率先してドライバーの運送・荷役等の効率化に資する措置等を実施
・ 国は、設備投資・デジタル化・物流標準化、モーダルシフト、自動運転トラック・ドローン物流の実用化、物流人材の育成等を支援

（３）トラックドライバーの運送・荷役等の効率化に関し荷主・物流事業者等が講ずべき措置
・ 積載効率の向上等 ・ 荷待ち時間の短縮 ・ 荷役等時間の短縮

（４）集貨・配達に係るトラックドライバーへの負荷の低減に資する事業者の活動に関する
国民の理解の増進

・ 再配達の削減や多様な受取方法等の普及促進 ・ 「送料無料」表示の見直し
・ 返品の削減や欠品に対するペナルティの見直し

（５）その他トラック運送サービスの持続可能な提供の確保に資するトラックドライバーの
運送・荷役等の効率化の推進

・ 物流に関わる多様な主体の役割（地域の産業振興やまちづくりとの連携、経済界全体での理解増進 等）
・ トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の前提（中継輸送拠点の整備、「標準的運賃」の浸透 等）

基本方針のポイント ※本年（2025年）４月１日施行

【荷待ちがある1運行の平均拘束時間と内訳】

荷待ち・荷役
3時間超

2

○国交省・経産省・農水省３省の審議会の合同会議※の取りまとめを踏まえ、本年４月１日より、新物効法に
基づく運送・荷役等の効率化に向けた基本方針、荷主・物流事業者の努力義務、判断基準等を施行。

新物効法の施行に向けた検討状況

※交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議

（ドライバー実態アンケート調査(R6)より）



① 積載効率の向上等
・ 複数の荷主の貨物の積合せ、共同配送、

帰り荷の確保等のための実態に即した
リードタイムの確保や荷主間の連携

・ 繁閑差の平準化や納品日の集約等を
通じた発送量・納入量の適正化

・ 配車システムの導入等を通じた配車・
運行計画の最適化 等

荷主・物流事業者等の判断基準等のポイント ※本年（2025年）４月１日施行

② 荷待ち時間の短縮
・ トラック予約受付システムの導入や混雑

時間を回避した日時指定等による貨物
の出荷・納品日時の分散 等

※ トラック予約受付システムについては、単に
システムを導入するだけでなく、現場の実態
を踏まえ実際に荷待ち時間の短縮につなが
るような効果的な活用を行う

③ 荷役等時間の短縮
・ パレット等の輸送用器具の導入による

荷役等の効率化
・ 商品を識別するタグの導入や検品・返品

水準の合理化等による検品の効率化
・ バース等の荷捌き場の適正な確保による

荷役作業のための環境整備
・ フォークリフトや荷役作業員の適切な配

置等によるトラックドライバーの負担軽減
と積卸し作業の効率化 等

＜荷主・物流事業者の判断基準等＞
○すべての荷主（発荷主、着荷主）、連鎖化事業者（フランチャイズチェーンの本部）、物流事業者（トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫）に

対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、これらの取組の例を示した判断基準・解説書を策定。

パレットの利用や検品の効率化

《荷主等の取組状況に関する調査・公表》
○荷主等の判断基準について、物流事業者を対象として定期的なアンケート調査を行い、上記①～③の取組状況を把握する

とともに、これらの回答の点数の高い者・低い者も含め公表（点数の低い者の公表を検討する際は、ヒアリング等により適切に実態を把握する）。
《物流に関係する事業者等の責務》
○荷主等に該当しない、施設管理者、商社、ECモールの運営事業者、物流マッチングサービス提供事業者など、運送契約や貨

物の受け渡しに直接関係を持たないものの商取引に影響がある者についても、その取組方針や事例等を示すことを検討。

地域における配送の共同化 トラック予約受付システムの導入

3



トラック事業者等の判断基準・解説書の概要

○ 複数の荷主の貨物の積合せを行うこと等により、輸送網を集約すること
○ 荷主や他のトラック事業者等と協議を実施し、配送の共同化に取り組むこと
○ 求貨求車システム等を活用した復荷の確保により、実車率の向上を図ること
○ 配車システムの導入等により、配車・運行計画の最適化を行うこと
○ 輸送量に応じた大型車両の導入等により、積載することが可能な貨物の総

量を増加させること

積載効率の向上等

積合せによる輸送網集約

地域の配送の共同化

提
携

求貨求車システムの活用

※ このほか、合同会議の取りまとめを踏まえ、
・トラックドライバーの荷待ち・荷役等時間を把握し、荷主が自ら荷待ち・荷役等時
間を把握することが難しい場合に実際に要したこれらの時間について情報提供
すること

・関係事業者がトラック予約受付システムを導入している場合は、そのシステムを
利用すること

・荷主が指示した時刻・時間帯に遅延する場合は荷主や寄託倉庫にその状況を
報告するとともに、理由なく必要以上に早くトラックドライバーが集荷・配達を行
う場所やその周辺の場所に到着しないよう、効率的な配車・運行に努めること。

・取引先に対して、共同輸配送のための個建て運賃の導入やリードタイムに応じ
た運賃設定、標準仕様パレットの活用などの提案を行うこと

等にも取り組んでいただきたい。 4



荷主（発荷主・着荷主）の判断基準・解説書の概要
１週間以内に着荷主の
ところに持って行ってください

期限内の貨物との
積合せが可能！！

ユニット検品
リスト上のパレットを

チェックするだけ

○ トラック事業者が複数の荷主の貨物の積合せ等に積極的に取り組めるよう、実態に即
した適切なリードタイムの確保や荷主間の連携に取り組むこと

○ トラック事業者の運行効率向上のため、繁閑差の平準化や納品日の集約等を通じた
発送量・納入量の適正化や、配車システムの導入等を通じた配車・運行計画の最適化
に取り組むこと

○ 適切なリードタイムの確保や発送量・納入量の適正化ができるよう、社内の関係部門
（物流・販売・調達 等）の連携を促進すること 等

荷待ち時間の短縮

荷役等時間の短縮

○ トラックが一時に集中して到着することがないよう、トラック予約受付システムの導入
や混雑時間を回避した日時指定等により、貨物の出荷・納品日時を分散させること
（システムについては、実際に荷待ち時間の短縮につながるような効果的な活用を行
うこと） 等

○ パレット、カゴ車等の輸送用器具の導入により、荷役等の効率化を図ること
○ 貨物の出荷の際に、出荷荷積み時の順序や荷姿を想定した生産・荷造り等を行うこと
○ フォークリフトや荷役作業員の適切な配置等により、トラックドライバーの負担軽減と積卸

し作業の効率化を図ること
○ ASNの活用、バーコード等の商品の識別タグの導入等により、検品の効率化を図ること
○ バース等の荷捌き場を貨物の量に応じて適正に確保し、作業環境を整えること 等

リードタイムの確保

予約受付システムの活用

検品の効率化

積載効率の向上等

② 11:00 予約

予約システムで
来てもらう時間を
整理しよう

① 10:00 予約

5



6

フォークリフト等を適切に配置

作業員を適切に配置

物量に応じた拡張

①07:00

②09:00

③11:00

11/22 AM
によろしく

11/22AM〇時
に来てください

伝
達

決定
指示・

荷
主

倉庫業者

貨物自動車関連事業者（倉庫、港湾運送、航空運送、鉄道）の判断基準・解説書の概要

○ トラックが一時に集中して到着することがないよう、トラック予約受付システムの
導入や混雑時間を回避した日時指定等により、貨物の出荷・納品日時を分散
させること（システムについては、実際に荷待ち時間の短縮につながるような効果
的な活用を行うこと） 等

○ バース等の荷捌き場を貨物の量に応じて適正に確保し、作業環境を整える
こと

○ 荷役前後の搬出入の実施に関するマニュアルの作成や周知等により、搬出
入を迅速に行うこと

○ フォークリフトや荷役作業員の適切な配置等により、ドライバーの負担軽減と
積卸し作業の効率化を図ること

○ 発送先の荷主ごとに有償で貨物を仕分けてトラックドライバーに引き渡すこと
○ 荷主から一貫パレチゼーション実現のためにパレットでの納品を提案された場

合に、その提案に有償で協力を行うこと等により、荷役等の効率化を図ること
○ 検品を効率的に実施するための機器を導入すること等により、検品作業の

時間を短縮すること 等

予約受付システムを活用した調整

荷待ち時間の短縮

荷役等時間の短縮

※倉庫業者のみ努力義務が課される

※全ての関連事業者に努力義務が課される



特定事業者の指定基準等のポイント ※来年（2026年）４月施行予定

特定荷主・特定連鎖化事業者
取扱貨物の重量 ９万トン以上

（上位3,200社程度）

特定倉庫業者
貨物の保管量 70万トン以上

（上位70社程度）

特定貨物自動車運送事業者等
保有車両台数 150台以上

（上位790社程度）

中長期計画
○作成期間
・ 毎年度提出することを基本としつつ、計画内容
に変更がない限りは５年に１度提出

○記載内容
（１）実施する措置
（２）実施する措置の具体的な内容・目標等
（３）実施時期 等

定期報告
○記載内容
（１）事業者の判断基準の遵守状況（チェックリスト形式）
（２）判断基準と関連した取組に関する状況（自由記述）
（３）荷待ち時間等の状況【荷主等】
○荷待ち時間等の状況の計測方法
・ 取組の実効性の確保を前提としてサンプリング等の手法を許容
・ 荷待ち時間等が一定時間以内の場合には報告省略が可能 等

※荷主・物流事業者等の物流改善の評価・公表については、市場や消費者からの評価につながる仕組みの創設に向けて、新物効法の枠組みと合わせて具体化。

《特定事業者の指定基準》
○中長期計画の作成や定期報告等が義務付けられる一定規模以上の事業者（特定事業者）について、全体への寄与度が

より高いと認められる大手の事業者が指定されるよう、それぞれ以下の指定基準値を設定。

《中長期計画・定期報告の記載内容》

《物流統括管理者（CLO）の業務内容》
○物流統括管理者は、ロジスティクスを司るいわゆるCLOとしての経営管理の視点や役割も期待されているため、事業運営上

の重要な決定に参画する管理的地位にある役員等の経営幹部から選任し、 以下の業務を統括管理する。
・ 中長期計画、定期報告等の作成
・ トラックドライバーの負荷軽減とトラックへの過度な集中を是正するための事業運営方針の作成や事業管理体制の整備
・ トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のための設備投資、デジタル化、物流標準化に向けた事業計画の作成・実施・評価
・ 社内の関係部門（開発・調達・生産・販売・在庫・物流等）間の連携体制の構築や社内研修の実施 等

※CLO：Chief Logistics Officer

7



2024年5月15日 物流改正法 公布
2024年6月～11月 第１回～第４回合同会議（規制的措置の施行に向けた検討・取りまとめ）
2024年11月27日 合同会議取りまとめを策定・公表
2025年１月・２月・３月 法律の施行①に向けた政省令の公布

2025年４月１日 法律の施行①

2025年秋頃（P） 判断基準に関する調査・公表の実施

2026年４月（想定） 法律の施行②

2026年４月末（P） 特定事業者の届出～指定手続
→荷主は、指定後速やかに物流統括管理者の選任届出

2026年10月末（P） 中長期計画の提出
2026年秋頃（P） 判断基準に関する調査・公表の実施

2027年７月末（P） 定期報告の提出

今後のスケジュール（想定）

8

基本方針
荷主・物流事業者等の努力義務・判断基準
判断基準に関する調査・公表 等

特定事業者の指定
中長期計画の提出・定期報告
物流統括管理者（CLO）の選任 等

定期報告に向けて、努力
義務の実施状況把握



【交付書面の記載事項】

① 運送役務の内容・対価
② 運送契約に荷役作業・附帯業務等が含まれる場合

には、その内容・対価
③ その他の特別に生ずる費用に係る料金（例：有料道路利用料、燃料サーチャージなど）
④ 運送契約の当事者の氏名・名称及び住所
⑤ 運賃・料金の支払方法
⑥ 書面の交付年月日

1.書面交付関係

○ 運送契約締結時に、以下の事項について記載した書面交付を義務付け
・ 真荷主＊とトラック事業者が運送契約を締結するときは、相互の書面交付（法第12条）
・ トラック事業者等が利用運送を行うときは、委託先への書面交付（法第24条）

○ 交付した書面については、その写しを一年間保存すること

トラック事業者の取引に対する規制的措置 【貨物自動車運送事業法】

・ メール等の電磁的方法でも可
・ 基本契約書が交わされている場合、その基本契約書

に記載されている内容については省略可

9

＊「真荷主」とは、以下の①～③のすべてに該当する者を指す。
① 自らの事業に関して
② 貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の

運送を委託する者であって、
③ 貨物自動車運送事業者以外のもの



書面交付の義務付けについて

荷主
貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

荷主
貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

運送
委託

運送
委託

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

＜パターン１：貨物自動車運送事業者のみが運送を受託しているケース＞

＜パターン３：貨物自動車運送事業者から貨物利用運送事業者への運送委託が含まれるケース＞

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

利用運送
（利用運送法）

利用運送
（利用運送法）

貨物自動車
運送事業者

かつ
貨物利用

運送事業者

荷主
貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

＜パターン２：荷主から運送を受託しているのが貨物利用運送事業者であるケース＞

運送
委託

利用運送
（利用運送法）

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

①
書面交付

①
書面交付

①
書面交付

① ： 第12条の規定に基づく書面交付
（真荷主⇔トラック事業者）

② ： 第24条の規定に基づく書面交付
トラック事業者・利用運送事業者

⇒トラック事業者・利用運送事業者

②
書面交付

②
書面交付

②
書面交付

②
書面交付

②
書面交付

真荷主

真荷主

真荷主 貨物利用運送事業者にも
書面交付の義務がかかる

②
書面交付
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※赤枠は法定事項

11

あくまでも一例であり、法定事項が網羅されていれば、
既存のものやメール等でも可（新たに書面を作成する必要はなし）

交付書面の一例



トラック事業者の取引に対する規制的措置 【貨物自動車運送事業法】

２-1.健全化措置関係＜努力義務について＞

○ 元請事業者等に対し、利用運送を行うときに、委託先への発注適正化（健全化措置）を講ず
ることを努力義務化。具体的な内容は以下のとおり。

【健全化措置の内容】 ※次ページにイメージ図を掲載

① 利用する運送に要する費用の概算額を把握した上で、その概算額を勘案して利用の申込みをする
こと

② 荷主が提示する運賃・料金が①の概算額を下回る場合、当該荷主に対し、運賃・料金について
交渉をしたい旨を申し出ること

③ 委託先のトラック事業者が再委託を行う場合に関し、委託先に対して、例えば「二以上の段階にわ
たる委託の制限（再々委託の制限）」等の条件を付すこと

12

※あくまでも例示であり、委託先に対してその他の条件を付すことによって対応していただく
ことでも問題ありません。
例）「再委託を行う場合は、再委託先の運送に要する費用を聞き取る場を設けたう

えで申込みをすること」 など



健全化措置のイメージ

イメージ措置の内容
利用する運送に要する費用の
概算額を把握した上で、当該
概算額を勘案して利用の申込
みをすること。

①

荷主が提示する運賃・料金が
①の概算額を下回る場合、当
該荷主に対し、運賃・料金に
ついて交渉をしたい旨を申し出
ること。

②

委託先の一般貨物自動車運
送事業者が再委託を行う場
合に関し、委託先に対して、例
えば「二以上の段階にわたる委
託（再々委託）の制限」等の
条件を付すこと。

③

概算額をヒアリング 概算額を勘案し申込み

元請 下請 元請 下請

荷主
元請 下請 荷主 元請

Ａ社 Ｂ社
＝「委託先の一般貨物

自動車運送事業者」

条件を付す

Ｃ社

１段階目の委託
（再委託）

引き受けた運送を他の事業者に再委託する場合、
再々委託は行われないようにしてください。

運賃・料金を交渉「荷主が提示する運賃・料金＜①の概算額」の場合

いくらで運送
できますか？

燃料費高騰のため、100
万円以下だと赤字です。

110万円で申し
込みます。

ありがとうござい
ます。

荷物が通常より多く
なるのですが、いつ
もの90万円でお願い
できますか？

確認します。

いくらで運送
できますか？

ご依頼の荷物量だと、トラッ
ク１台追加する必要があるの
で、価格交渉させて下さい。

110万円は必要です。

トラック足りないか
ら1台追加で下請け
にださなくちゃ・・

Ｄ社

２段階目の委託
（再々委託）

13



トラック事業者の取引に対する規制的措置 【貨物自動車運送事業法】

２-2.健全化措置関係＜運送利用管理規程の作成義務・運送利用管理者の選任義務について＞

○ 前年度の利用運送量（貨物自動車運送事業法に基づくものに限る。）が100万トン以上の事業者に対し、健全
化措置に関する運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任及び国土交通大臣への届出
を義務付け

【運送利用管理規程の内容】
① 健全化措置を実施するための事業の運営の方針に

関する事項
② 健全化措置の内容に関する事項
③ 健全化措置の管理体制に関する事項
④ 運送利用管理者の選任に関する事項

14

【運送利用管理者の職務】
① 健全化措置を実施するための事業の運営の方針を決

定すること。
② 健全化措置の実施及びその管理の体制を整備すること。
③ 実運送体制管理簿を作成する場合にあっては、当該実

運送体制管理簿の作成事務を監督すること。

※毎年提出している事業実績報告書の「輸
送トン数（利用運送）・ 全国計」の欄で
判断。

※事業運営上の重要な決定に参画する管理
的地位にある者（役員等）から１人選任。

※届出期限は、利用運送量が100 万トン以上と
なった年度の翌年度の７月10 日まで。
⇒ 令和６年度に100万トン以上となった場合は、

令和７年４月１日～令和７年７月10日
の間に届出をする必要。



○ 元請事業者に対し、以下の事項について記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け
※ 作成の対象となる貨物の重量は1.5トン以上
※ 元請事業者が真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から実運送事業者に至る

までの一連の委託関係が明らかとなっている場合、運送ごとの作成は不要（一度作ればよい）

○ 作成した実運送体制管理簿は１年間保存すること

○ 各事業者に対し、実運送体制管理簿の作成に必要な情報の通知を義務付け

【実運送体制管理簿の記載事項】

① 実運送事業者の商号又は名称

② 実運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間

③ 実運送事業者の請負階層

トラック事業者の取引に対する規制的措置 【貨物自動車運送事業法】

３.実運送体制管理簿関係
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※真荷主から運送依頼があった時点で判断。
実運送の時点で何トン運ぶかや、実運送で
混載を行うか等は関係ない。

※系列化等により下請構造が固定化されて
いる場合（真荷主及び元請事業者がとも
に、実運送事業者とその請負階層について
あらかじめ把握している状態）を想定。



実運送体制管理簿の作成主体について

荷主
貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

荷主
貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

運送
委託

運送
委託

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

＜パターン１：貨物自動車運送事業者のみが運送を受託しているケース＞

＜パターン３：貨物自動車運送事業者から貨物利用運送事業者への運送委託が含まれるケース＞

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

利用運送
（利用運送法）

利用運送
（利用運送法）

貨物自動車
運送事業者

かつ
貨物利用

運送事業者

荷主
貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

＜パターン２：荷主から運送を受託しているのが貨物利用運送事業者であるケース＞

運送
委託

利用運送
（利用運送法）

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

： 管理簿の作成主体

真荷主

真荷主

真荷主

※貨物軽自動車運送事業者は除く

※貨物軽自動車運送事業者は除く

※貨物軽自動車運送事業者は除く 16



実運送体制管理簿のイメージ

・荷主３社（食料品メーカー甲社、製紙メーカー乙社、
機械メーカー丙社）

・食料品メーカー甲社からの運送依頼について、下図
のような委託関係により運送した場合

事例 ： トラック事業者Ｘ運輸

運送委託
・食品機械:20t（××工場→〇〇工場）
・冷凍食品:５t（〇〇工場→小売店ア）
・調味料:３t（〇〇工場→卸売店イ）
・飲料:10t（××工場→倉庫ウ）

運送委託
・冷凍食品:５t
（Z営業所

→小売店ア）

運送委託
・冷凍食品:５t
（Z営業所

→小売店ア）

D運輸

実運送
・飲料:３t
（××工場

→倉庫ウ）

１次

実運送
・冷凍食品:５t
（〇〇工場→Z営業所）
・調味料:３t
（〇〇工場→卸売店イ）

実運送なし（すべて利用運送）
・食品機械:20t
（××工場

→〇〇工場）
・飲料:10t
（××工場→倉庫ウ）

X運輸
元請

運送委託
・食品機械:20t
（××工場

→〇〇工場）

食料品
メーカー

甲社

真荷主

運送委託
・飲料:10t
（××工場

→倉庫ウ）

運送委託
・飲料:５t
（××工場

→倉庫ウ）

運送委託
・飲料:２t
（××工場

→倉庫ウ）

運送委託
・飲料:２t
（××工場

→倉庫ウ）

E運輸

実運送
・飲料:５t
（××工場

→倉庫ウ）

２次

F運輸

実運送
なし

２次
G運輸

実運送
・飲料:２t
（××工場

→倉庫ウ）

３次

C運輸

実運送
・冷凍食品:５t
（Z営業所

→小売店ア）

２次
B運輸

実運送
なし

１次

実運送
・食品機械:20t 
（××工場

→〇〇工場）

A運輸
１次

“貨物”を分割して
運送するパターン

“区間”を分割して
運送するパターン
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ｑ

ドライバー名車番請負階層実運送事業者の商号又は名称貨物の内容運送区間積込日

○○11-11１次請けA運輸食品機械××工場～〇〇工場2/1（木）

○○22-22元請けX運輸冷凍食品○○工場～Z営業所2/1（木）

○○33-33２次請けC運輸冷凍食品Z営業所～小売店ア2/1（木）

○○44-44１次請けD運輸飲料××工場～倉庫ウ2/2（金）

○○55-55２次請けE運輸飲料××工場～倉庫ウ2/2（金）

○○66-66３次請けG運輸飲料××工場～倉庫ウ2/2（金）

実運送体制管理簿のイメージ

実運送体制管理簿（食料品メーカー甲社）

・
・
・

実運送体制管理簿（製紙メーカー乙社）

実運送体制管理簿（機械メーカー丙社）

赤枠：必須の記載事項

・既存の配車表を活用するなど、事業者の取り組みやすい形で作成可能。電磁的記録での作成も可。

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・・・

・
・
・

※「調味料」は元請事業者がすべて自身で実運送した（利用運送を行っていない）ため、管理簿への記録は不要

※元請事業者自身が管理簿に記載されるのは
「一部を自身が実運送し、残りを利用運送した場合」 のみ

※元請事業者は実運送をしていない（すべて利用運送した）
ため、元請事業者自身は管理簿には記載されない
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・荷主３社（食料品メーカー甲社、製紙メーカー乙社、機械メーカー丙社）

・食料品メーカー甲社からの運送依頼について、前ページの下請構造により運送した場合

事例 ： トラック事業者Ｘ運輸



トラック事業者の取引に対する規制的措置 【貨物自動車運送事業法】

４.その他の制度改正（令和７年４月１日施行）

19

○荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象となる車両の拡大
・ 業務記録における荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象となる車両が、現行の「車

両総重量が８トン以上又は最大積載量が５トン以上の車両」から、全ての車両に拡大
されます。

○特定貨物自動車運送事業の事業譲渡等に係る手続の変更
・ 特定貨物自動車運送事業の譲渡、合併・分割又は相続が発生した場合、事業の権利

義務は自動的に承継されることとなっており、権利義務を承継した者は事後の届出義務
のみ課されることとされているところ。

・ 今般、特定貨物自動車運送事業についても、一般貨物自動車運送事業者と同様に事
業譲渡等の際に権利義務を承継する者の適格性を審査するために、届出制が認可制
に変更となります。



①新法制等の改正事項の周知

②着荷主・元請等への周知・啓発

③持続可能な物流の実現に向けた環境改善

令和７年度の活動（案）について

◎持続可能な物流の実現に向けた環境改善の取組

物流改正法の施行が令和7年4月からとな
るため、制度の浸透が必要。着荷主への
理解が必要との声もあり、特に荷主企業
への周知・浸透が必要

時間外労働の上限規制が適用されたこと
や、人材確保の観点からも、長時間労働、
荷待ち時間等の改善による生産性の向上
が必要

持続可能な物流の実現に向けた原資確保
のため適正運賃収受および附帯業務に対
する適正料金の収受、価格転嫁に向けた
環境整備が必要

取組みの方向性

協議会メンバーと連携した施策の周知・発信
・チラシの掲示、広報誌、ＳＮＳ、メルマガ等による周知

荷主及び一般消費者をターゲットとした広報活動
・web広告、新聞広告、ラジオCM等

関係省庁・関係団体と連携したセミナー・説明会等の実施
・運送事業者向けに、関係省庁や関係団体と連携し物流改正法
の周知を確実に行う観点から説明会を実施

・荷主向けに、関係省庁や関係団体と連携し取引適正化のため
の規制的措置の取組を周知

・愛知県内の行政機関、経済団体、労働団体及び金融団体と連
携し、適正な取引及び適切な価格転嫁ができる社会の実現に
向け、相互に連携しながら取組を実施

トラック・物流Ｇメンの取組強化
・プッシュ型情報収集の実施（各種会合における出張相談、
トラックステーション等でのトラック運転者に対するヒアリ
ング）

・経産局、労働局との連携（各機関が実施する説明会等での
トラック・物流Gメンの取組周知）

・荷主パトロールの実施（荷主企業へ訪問し実施する周知・啓
発活動を含む）

人材確保の取組推進
・ハローワークと連携し、業界別セミナーを隔月で実施
・運送業界のＰＲ活動の実施

現状・課題 具体的な取組み

資料３
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